
 
 

 

 

報道機関各位 

 

 

マイナンバーカードを活用した救急業務を始めます 

 

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード（マイナ保険証）から、専用の機器を使用

して患者の既往症、受診歴、処方薬情報を取得することができるようになります。 

従来は患者本人や同乗者から聞き取るしかなく、高齢者や意識障害等があった場合は情

報収集が困難で、医療機関への搬送に時間を要することもありましたが、これによりスムーズ

な情報収集が可能となり、より早く円滑な救急活動が見込めます。 

※ 情報の取得は、本人同意のもと総務省から貸与された専用機器で読み取ります。 

 

 市民の皆様にこの制度のご理解と、万が一に備えて、健康保険証の利用登録、マイナンバ

ーカードの携行を周知願いたく、記者提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情 報 提 供 日 2025年(令和 7年)9月 30日 

問い合わせ先 

消 防 局 警 防 課 救 急 係 

担当：三品・益田 

078-918-5271（内線 7468） 


